
○

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
七
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
五
条

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
。
以
下
こ
の
号

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
。
以
下
こ
の
号

及
び
次
号
並
び
に
第
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る

歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役
が

れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第

法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取

者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

四

取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
取

締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が

四

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住

民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
会
計
参
与
が
法
人
で
あ

民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

1



る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証

面
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い

明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）
並
び
に
会
計
参
与
が
法
第
八
十
二
条
第
二

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面

六

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百

（
新
設
）

五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の

氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

七
～
十
一

（
略
）

五
～
九

（
略
）

（
主
要
株
主
に
係
る
認
可
の
申
請
）

（
主
要
株
主
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
保
有
基
準
割
合
（
法
第

一

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
保
有
基
準
割
合
（
法
第

百
五
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
基
準
割
合
を
い
う
。
以
下

百
五
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
基
準
割
合
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保

有
し
よ
う
と
す
る
法
人

次
に
掲
げ
る
書
類

有
し
よ
う
と
す
る
法
人

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で

ロ

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
書
類
の
一
部
が
な
い
場
合
に
あ
っ

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
書
類
の
一
部
が
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

て
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

・

（
略
）

・

（
略
）
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役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革

役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革

を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の

を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の

に
限
り
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明

に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は

書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項

、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）
並
び
に

第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

役
員
が
法
第
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も

当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の

（
新
設
）

認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

の
住
民
票
の
抄
本
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の

で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

（
略
）

（
略
）

認
可
の
申
請
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関

認
可
の
申
請
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関

を
含
む
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

を
含
む
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手

に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手

続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

～

（
略
）

～

（
略
）

二

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
保
有
基
準
割
合
以
上
の

二

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
保
有
基
準
割
合
以
上
の

数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ

数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

る
者
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

当
該
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

（
略
）

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し

（
新
設
）
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た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

三

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
保
有
基
準
割
合
以
上
の

三

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
の
保
有
基
準
割
合
以
上
の

数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法

数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法

人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類

人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
会
社
そ
の
他
の
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
会
社
そ

ロ

当
該
会
社
そ
の
他
の
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
会
社
そ

の
他
の
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
書

の
他
の
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
書

類
の
一
部
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

類
の
一
部
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

～

（
略
）

～

（
略
）

第
一
号
ロ

、

、

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

第
一
号
ロ

、

、

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
営
業
所
等
の
変
更
の
届
出
）

（
営
業
所
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲

二

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第

げ
る
書
類

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
五
条
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

書
類

イ

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
五
条

（
新
設
）
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第
三
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の

（
新
設
）

氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民

票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

三

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲

三

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第

げ
る
書
類

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第

（
新
設
）

五
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項

（
新
設
）

の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
が
当
該
会
計
参
与
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
条

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
三
十
条

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

国
内
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名

（
新
設
）

に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し

た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当

該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
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氏
名
を
証
す
る
書
面

五

（
略
）

四

（
略
）

六

国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
の
氏
名
に
併
せ

（
新
設
）

て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
代
表

者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名

を
証
す
る
書
面

七
～
十
四

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
の
変
更

第
三
十
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

る
事
項
の
変
更

第
三
十
条
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

次
に
掲
げ
る
書
類

第
三
十
条
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
三
十
条
第
三
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

ロ

国
内
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏

（
新
設
）

名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民
票

の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
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次
に
掲
げ
る
書
類

第
三
十
条
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
三
十
条
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

ロ

国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
代
表
者
の
氏
名
に
併

（
新
設
）

せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
の
住
民
票
の
抄
本

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
代
表
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

四

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
三
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

第
三
十
条
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

第
三
十
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

３

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

連
携
清
算
機
関
等
が
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
又
は
外
国
金
融
商
品
取
引

二

連
携
清
算
機
関
等
が
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
又
は
外
国
金
融
商
品
取
引

清
算
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

清
算
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

国
内
の
連
携
清
算
機
関
等
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一

項
の
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ハ
の
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で

な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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ホ
～
ル

（
略
）

ニ
～
ヌ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
変

二

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
の
十
七
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
変

更

次
に
掲
げ
る
書
類

更

第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
ハ
、
ニ
及
び
チ
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
四
十
条
第
三
項
第
二
号
ハ
、
ホ
及
び
リ
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

ロ

国
内
の
連
携
清
算
機
関
等
の
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
の
婚
姻
前
の
氏

（
新
設
）

名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、
イ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証

す
る
書
面

三

（
略
）

三

（
略
）
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